
平成 30 年度第５回開成町課長会議 
 

日時 平成 30 年８月９日（木）午前９時～10 時 15 分 

場所 開成町民センター中会議室Ｂ 

進行  教育委員会事務局参事 

１．町 長 

 

 

２．行事予定について（裏面のとおり） 

 

 

３．平成 30 年度開成町防災訓練について（環境防災課）【10 分】 

 

 

 

 

４．その他 

総務課     ファイリングシステム上半期点検結果について【３分】 

財務課     開成町公共施設マネジメント庁内組織の設置について【５分】 

環境防災課   平成 30 年度 防災に関する訓練実施予定一覧について【５分】 

上下水道課   高台第一浄水場第２配水池屋根改修工事について【３分】 

産業振興課   あしがら花火大会及び開成町納涼まつりの開催について【３分】 

産業振興課   開成町阿波おどりの開催について【３分】 

子ども子育て  開成町子ども・子育て支援事業計画の点検・評価について【５分】 

 

 

５．副町長 
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平成 30年度前期文書ファイリングシステム維持管理点検実施結果について 

 

■前期実施結果 

平成 29 年度に全庁的に本格導入した文書ファイリングシステムは、今年度より維持

管理に入っており、新庁舎移転に向けて文書量の削減や導入後の成果を引き続き維持さ

せ、更なるレベルアップを図るため、部門ごとに執務室内の維持管理点検を実施しまし

た。 

文書ファイリング維持管理点検にあたっては、オフィスクリエイト(株)が指示した方

法にしたがい実施しました。 

主な実施概要は次のとおりです。 

 

【7月 3日（火）】 

総務課、企画政策課、財務課、自治活動応援課、税務窓口課、 

保険健康課、福祉課 

⇒午前 9時から午後 5時まで、各課 1時間程度実施。 

【7月 4日（水）】 

環境防災課、街づくり推進課、上下水道課、産業振興課、出納室、 

教育総務課、子ども・子育て支援室、議会事務局 

⇒午前 9 時から午後 5 時まで、各課 1 時間程度（出納室、議会事務局については点検

箇所が少ないため 30分程度）で実施。 

 

前期の点検結果の総括として、昨年度導入時よりも全体的に文書の整理状態は良くな

っており、執務室内の文書の減量化が図られてはいるものの、点検表に基づいた評価の

合格基準であるＢ評価には、達成している部門とそうでない部門があり、最終的な目標

である全部門達成には至りませんでした。 

今後は、点検時に指摘された事項の改善と、書庫・プレハブ内の保存文書の減量化及

び整理が課題となります。 

 

 

■部門別の点検（評価）結果 

 オフィスクリエイト(株)による点検結果は別紙 1 のとおりです。 

 

■今後の課題等 

 前期の点検を終えて、全体を通した主な問題点と今後の課題としては別紙 2 のとおり

です。 

 

 

課長会議資料 

平成 30年 8月 9日 

行政推進部総務課 
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■今後のスケジュール 

【書庫内の点検】 

・各部門のファイリング推進員は、オフィスクリエイト(株)による書庫、プレハブ等の

点検に立ち会ってもらい、不要文書等の確認を各部門 1 時間程度で実施してもらう。

平成 30年 9月ごろ予定。日程が決まり次第、所属長宛てに依頼予定。 

 

【後期維持管理点検】 

・平成 30年 12月実施予定。前期同様、執務室内の維持点検を実施する。 

 













































          第３１回「開成町阿波おどり」について 
 

○開催日 

９／８（土） 第３１回「開成町阿波おどり」開催 

オープニングパレード  １６：１５～１６：５０ あじさい演舞場～北演舞場 

路上踊り   １７：００～２０：２５  全７演舞場 

※かいせい演舞場でコンテストを実施 

総踊り    ２０：２５～２０：３５ 全７演舞場 

※雨天決行 （台風などの悪天候の場合は、時間の短縮または中止） 

         中止の場合は、各連協会役員（連長）及び各自治会運営協力者へ午前 

         １０時頃までに連絡します。（防災無線でも放送します。） 

 

 

  ○オープニングパレード 

参加連全連がオープニングとしてかいせい演舞場、北演舞場を参加連全連が練り歩き

ます。先頭は、町内連から集まった子ども約１００人、後ろに参加連全連の高張提灯、

参加連全連の流し踊りとして進行をします。 

 

 

○コンテスト 

踊り技術の向上を目的に、かいせい演舞場でコンテストを実施します。 

入賞連の賞金や協賛品については、企業からの協賛を充てることで実施します。 

 

 

  ○路上踊り 

今年の路上踊りは、役場周辺の全７演舞場で実施します。 

 

 

○総踊りについて 

７演舞場で総踊りを行います。 

 

 

○当日のスケジュール 

８：３０ 実行委員会開催（雨天時の場合のみ） ※会長判断 

９：００ 各連協会役員（代表 1名）集合 ※テント及び各踊り会場設営 

１５：３０ 各自治会協力者、各団体協力者集合 

１６：００ 町道２０１号線及び県道７２０号交通規制開始 

１６：１０ 開式①（かいせい演舞場） 

１６：１５ オープニングパレード開始（１６：５０終了予定） 

１７：００ 路上踊り開始 

    ２０：２５ 路上踊り終了 

    ２０：２５ 総踊り開始 

  ２０：３５ 総踊り終了 

  ２０：３５ コンテスト順位発表 

    ２１：００ 交通規制解除 

平成 30年 8月９日（木） 

課長会議資料 

産業振興課 
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    開成町子ども・子育て支援事業計画の点検・評価について 

平成 27 年４月から子ども・子育て支援新制度が施行され、開成町では、子ども・子育て

支援法に基づき、平成 27 年度から５年間を計画期間とする「開成町子ども・子育て支援事

業計画」（以下「町支援事業計画」といいます。）を平成 27年３月に策定しました。 

町支援事業計画は、子育て支援事業の提供体制を確保するとともに、子育て世帯の定住化

促進に向けた環境整備を進める重要な取組みを取りまとめたものであることから、計画に掲

げた事業の進捗状況を定期的に点検・評価を行い、その結果に基づく見直しを進めていくこ

とが必要です。 

このたび、平成 29年度の点検・評価結果がまとまりましたので、報告します。 

１．基本的な考え方 

町支援事業計画の点検・評価結果に基づき、事業計画の見直しを適宜図り、ＰＤＣＡサイク

ルを回しながら、計画事業を計画の趣旨に照らし、より意義や価値の高いものにしていきます。 

また、これらの結果については、町ホームページ等を通じて情報を公開します。 

２．点検・評価の実施主体 

町支援事業計画の策定主体、事業の推進主体は、開成町であることから開成町組織における

内部評価を基本としますが、評価の過程等を開かれたものとするため、「開成町子ども・子育

て会議」の意見を聞きながら、行うものとします。 

３．点検・評価の実施時期 

年度ごとに次のサイクルで実施していきます。 

時 期 内      容 

４月 担当部署による点検・評価 

６月 開成町子ども・子育て会議への意見聴取 

７月 必要に応じて担当部署による再点検・評価 

８～９月 庁内各会議（定例教育委員会、課長会議等）への報告・公表 

（参考）平成 29年度事業の点検・評価の経緯 

○４月     担当部署による点検・評価 

○６月２６日  町子ども・子育て会議での意見聴取 

〇７月２６日  定例教育委員会での意見聴取 
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〇８月 ９日  課長会議への報告 

 

４．点検・評価の範囲と方法 

町支援事業計画では、子育て支援に関するさまざまな事業を計画しています。計画に

位置付けられた全事業を点検・評価の対象としますが、その方法は、種類別に次のとお

りとします。 

 

（１）幼児期の学校教育・保育について 

認定区分（1 号・2 号・3 号）を基本としながら、幼児期の学校教育・保育の提供体制

について、国が統一的な方法で集計しています。この現況は次のとおりです。 

  

幼児期の教育・保育の需給計画に係る実績について（平成29年度）

２号

１号

幼児期の
学校教育

利用希望
が強い２号

小計
【A】

左記以外
の２号
【B】

０歳 １～２歳
小計
【C】

①量の見込み（計画値） 289 24 313 222 47 146 193 728

②4/1実績（支給認定者数） 173 0 173 217 13 134 147 537

4/1実績－量の見込み
（見込みとの差）[②-①]

▲ 140 ▲ 5 ▲ 34 ▲ 12 ▲ 46 ▲ 191

③確保方策（計画） 210 190 48 141 189 589

④確保方策実績 210 190 43 127 170 570

確保実績－確保計画
（計画との差）[④-③]

0 0 ▲ 5 ▲ 14 ▲ 19 ▲ 19

確保実績－4/1実績
（供給状況）[④-②]

37 ▲ 27 30 ▲ 7 23 33

　認定区分について　

区分 該当する施設等

１号認定

２号認定（教育利用）

２号認定（保育利用）

３号認定

　「量の見込み」と「確保方策」について　

　　　H29.4に民間保育所１園を開所し定員増を図った。待機児童は発生していない。

１号 ３号

合計
（A+B+C）

区分の概要

【※２】１号の教育・保育施設の届出定員は350人であるが、実際の施設の状況から210人の受入を限度としている。

【※３】確保方策実績・３号のマイナスについては、地域型保育事業については、認可申請の相談があったものの申請には至らなかったため。

【※４】④確保方策実績－②４/１実績の２号、3号（１～２歳）のマイナスについては、実績に町外にある保育所利用者も含まれているため。

　①「量の見込み」とは、アンケート結果と人口推計、国の定めた式をもとに、どれくらいの需要があるかを、③「確保方策」は、どれだけの

受け皿が用意できるのか、提供体制を表したものである。「量の見込み」はアンケート結果のため需要は多くなっており、実際どうかは「実績」

の数値となっている。

【※１】①量の見込みと②4/1実績の差については、幼稚園において３歳児の受け入れを行っていないことが原因と考えられるためで、平成

　　　３１年度に３年保育を実施することを計画している。なお、のびのび子育てルーム事業は4/1時点で９４名が利用している。

「保育の必要性」の認定を受けない、満３歳～小学校就学前の子ども
幼稚園
認定こども園

「保育の必要性」の認定を受けることができるが、教育の利用を希望する満３歳
～小学校就学前の子ども

「保育の必要性」の認定を受けて、保育の利用を希望する満３歳～小学校就学
前の子ども

保育所
認定こども園
地域型保育事
業「保育の必要性」の認定を受けて、保育の利用を希望する０，１，２歳児の子ども

※１

※２

※３

※4 ※4



3 

（２）地域子ども・子育て支援事業について 

国が子ども・子育て支援策を進めていくうえで重要な施策として子ども・子育て支援

法に位置付けた地域子ども・子育て支援事業については、その重要性に鑑み重点的な点

検・評価を進めていくことが必要とされます。 

このことから、町支援事業計画で位置づけた確保方策の実現結果を基本としながら、

その取組み状況を点検していくこととします。 

 

 

確保方策に対する実績と評価　≪A（目標達成）、B（50％以上実施）、C（50％未満実施）、N（実施なし）≫

事業名 事業の概要 確保方策 （目標値） 実績 評価 担当課

利用者支援事業

子ども又はその保護者の身近な場所で、

教育・保育施設や地域の子育て支援事業
等の情報提供及び必要に応じ相談・助言

等を行うとともに、関係機関との連絡調
整等を実施する事業

一元的な相談窓口
（子ども・子育て支

援室）の設置
１か所 1か所 Ａ

子ども・
子育て
支援室/

保険健康課

地域子育て支援
拠点事業

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行
う場所を開設し、子育てについての相

談、情報の提供、助言その他の援助を行
う事業

子育て支援拠点（支
援センター）の設置

２か所 ２か所 Ａ
子ども・
子育て
支援室

妊婦健康診査

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、
妊婦に対する健康診査とともに、妊娠期
間中の適時に必要に応じた医学的検査を

実施する事業

担当職員の確保 １名 １名 Ａ 保険健康課

乳児家庭全戸
訪問事業

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭
を訪問し、子育て支援に関する情報提供

や養育環境等の把握を行う事業

母子保健推進員の人
数

２１名 ２１名 Ａ 保険健康課

担当職員 １名 １名

協議会構成員 １５名 １７名

年間延べ人数 2,265名 1,460名

預かりの場所 １か所 １か所

年間延べ人数 1,859名 1,859名

一時預かりの場所 １か所 2か所

ファミリー・サポー
ト・センターの数

１か所 １か所

利用人数（登録者） 284名 198名

受け入れの場所 4か所 3か所

病児保育事業
病児について、病院・保育所等に付設さ
れた専用スペース等において、看護師等

が一時的に保育等する事業

受け入れの場所

計画期間中に
事業の開始に
向けた検討を
行う

検討実施 Ａ
子ども・
子育て
支援室

利用人数（登録者） 210名 160名

受け入れの場所 4か所 ３か所

子ども・
子育て
支援室

子ども・
子育て
支援室

幼稚園の標準的な利用時間外において、
家庭において保育を受けることが一時的

に困難となった在園児について、幼稚園
において一時的に預かり必要な保護を行

う事業

一時預かり事業
（幼稚園）

養育支援が特に必要な家庭に対して、訪
問・指導・助言等を行うことにより、当

該家庭の適切な養育の実施を確保する事
業　および　要保護児童対策地域協議会
の調整機関職員やネットワーク構成員の

専門性強化と、関係機関の連携強化を図
る取組を実施する事業

養育支援訪問事
業、その他要保護
児童等の支援に資

する事業

Ａ

Ｂ

家庭において保育を受けることが一時的

に困難となった乳幼児について保育所等
で（主に昼間）一時的に預かる事業　お

よび　乳幼児・児童の保護者や地域住民
等を会員として、児童の預かり等の相互

援助活動に関する連絡・調整を行う事業

一時預かり事業
（幼稚園以外）
ファミリー・サ
ポート・センター

事業

子ども・
子育て
支援室

Ｂ

Ａ
子ども・
子育て
支援室

保護者が労働等により昼間家庭にいない
小学校に就学している児童に対し、授業

の終了後に小学校の余裕教室、児童館等
を利用して適切な遊び及び生活の場を与
えて、その健全な育成を図る事業

放課後児童クラブ
子ども・
子育て
支援室

B

保育認定を受けた子どもについて、通常
の利用日及び利用時間以外の日及び時間

において、認定こども園、保育所等にお
いて保育を実施する事業

延長保育事業
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（３）分野別事業について 

町支援事業計画に位置付けた子育て環境の整備等に資する 117 事業（再掲を含む）に

ついては、計画上その事業の年度別具体的な取組方針が定まっていないことから、年度

ごとの成果を基本に、その取組の方向性を検証していく方式とします。 

 

 

平成２９年度の評価結果一覧（重複事業を除く）

Ａ Ｂ Ｃ Ｎ
全て

実施

50%

以上

50%

未満

実施

なし

16 13 0 0 3

（１）未就学児の保育と教育の充実 8 6 2
N：[地域型保育事業]該当する事
業所がない[特定保育事業]一時
預かり事業に統合

（２）地域における子育て支援の充実 4 4

（３）子育て支援のネットワークづくり 4 3 1
N:[子育てネットワーク会議]２か所

の子育て支援センターと町打合せ
は毎月実施

29 29 0 0 0

（１）安心して妊娠・出産できる環境づくり 6 6

（２）親と子の健康の確保 23 23

21 19 1 0 1

（１）学校教育環境の充実 13 12 1
N:[福祉教育関係者連絡会]未開

催

（２）家庭や地域の教育力の向上 8 7 1
B:[青少年育成事業]キャンプの中
止

12 12 0 0 0

（１）豊かなまちづくりの推進 4 4

（２）子どもに安全なまちづくりの推進 6 6

（３）ワーク・ライフ・バランスの推進 2 2

14 13 1 0 0

（１）児童虐待防止対策の推進 2 2

（２）ひとり親家庭等の自立支援の推進 4 4

（３）障がい等がある子どもへの支援 8 7 1
B：[障がい児者ネットワーク会議]2

回予定の会議が1回

92 86 2 0 4

100.0% 93.5% 2.2% 0.0% 4.3%

備　考

合　　　計

（参考）構成比

評価
事
業
数

１　豊かな子育てを支援する取組の充実

３　生きる力を育む教育環境の充実

２　親子の心と体の健康づくりの推進

４　安心・豊かな子育て環境の充実

５　特に支援を必要とする子どもと
　　家庭の支援


